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ヶ牟田、中原、下野田、伊倉、前倉、尾花板東谷、勝司ヶ別府

東、番野地東谷、伊倉南、中坊ヶ迫、山本、豊坂、香田原、北

宮崎県告示第68号の２ 唐瀬、光、新耕原、銀座、長岡、東平下、明原、新橋、昭和、

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため、家畜伝染病 名貫、大和、東、豊原、高水、住田、白鬚原、住吉、椎原、赤

予防法施行細則（昭和26年宮崎県規則第54号）第４条の規定により 石、市納上、旭ヶ丘、南牧原、北牧原、村上、垂越、明野、大

、次のとおり家畜及び物品の移動を当分の間制限する。 久保原、大迫、中の迫、下の古場、蔵座村、蔵座東、前田、村

平成23年１月28日 上迫田、沓袋畑、沓袋原、湯牟田南、勝司別府坂下、上面木陰

宮崎県知事 河 野 俊 嗣 、湯牟田東、尾張陰、夏木、鹿猪和田、上面木、中尾谷及び黒

１ 移動を制限する家畜の種類 坂）及び大字平田の一部（浪掛、船渡、高下、中野、寺川、田

鶏、あひる、うずら及び七面鳥並びにそれらの死体 中、柳の本、不雇、琵琶崎、前田、卆手牟田、卆手、岩の下、

２ 移動を制限する物品 広野地、鍛冶屋敷、萌牟田、狐尾、網ヶ別府、堤牟田、野稲尾

病原体をひろげるおそれのある物品 、岩坪、後牟田、佛坂、宮の本、久保田、新田、年森、宮の下

３ 移動を制限する区域 、白坂谷、隠り山、耳々木田、井出の上、井出の元、千並、中

 川南町大字川南の一部（地蔵谷、萩原、火の口、龍ヶ脇、萓 溝、屋敷田、松原、松の木、堂の下、鰐渕、小田、琵琶城、水

根、七瀬原、下モ原、大内西平、西ヶ原、宮ヶ原、大内藪、井 神松、三歩一、蜘蛛ヶ原及び伊倉牟田）

出ノ本、大内、丸尾、井出ヶ谷、境谷下、鵜戸ノ本、天神本、  都農町全域

丸山、丸山西原、市納、東肥、冨田、土民、虚空蔵免、幟立、  日向市美々津町の一部（下町を除く。）、東郷町山陰甲、東

青鹿、松尾谷、山瀬谷、葛掛山、市納東原、葛掛原、登り口東 郷町山陰乙の一部（日田尾、鵜戸木及び大田）及び東郷町下三

原、下中田、大丸、下肥、登り口、下り山、岩田、内野丸、後 ヶの一部（松尾及び神蔭）

田、西川、山ノ口、蟻の草、野中、谷ノ口、大岩谷、黒岩、黒

岩北、掛迫下、掛迫中、掛迫、八ヶ久保、袋谷、牧平、細原、

細、下切、谷の口、櫻山、家村道南、家村道北、家村下段、宮

の前、久保田、込の口、出口、古場田、久保山、八幡山、宮田

上、宮田下、森ヶ久保、竹の下上、竹の下下、野芝原、土尻、

寺屋敷、下の原上、竹浜、古場山、狐塚山、上の原北分、上の

原南原、池の原上分、池の原下分、中の原、形山上、形山下、

久保井出、下の原、竹の下、前肥、孫衛門、駒見、平の下、尾

花、岩の本、大塚山、尾久保原、中猪久保、野々中、道上、川

の上、火場川上、岩下、大猪久保、大猪久保上、大猪久保下、

木船下、木船下中、木船下北、中須、川添、竹下、川向、前坂

下、南肥、西肥、中の別府、黒坂東、甘付道東、甘付道西、北

肥、磯道南、権現下、新田、宮ノ尻、下の浜、番所、出口東、

簱上肥、甘付土手の内、牧堀、土手の内、 ヶ辻、孫谷、古坂、

子迎、宮田、下浜、孫谷南、幡ヶ辻、川北、定塚、黒鯛、黒鯛

谷平、板唐瀬、黒鯛村上、小迫、東原、ヨゴ松、塩付、向原、

網ヶ別府、長岡東、道東、道西、西牟田、弥次郎、唐瀬川南、

下唐瀬、出水原北、出水原、出水、出水原南、垂門橋南、仲原

、下原、小久保、祝子塚、水神本、山道、焼山、面の上、桶風

呂、松ヶ迫、篠原、篠原東、内の田、内の田東、下モ山下、諏

訪、堤尻、豊八、綿打上、田中、毘沙門、前屋敷、笹ヶ山、蛇




